
「週休２日工事」に関するＱ＆Ａ  

令和６年４月  
  
  
Ｑ１．休日の取得計画を立てる際、祝日を、休日としてカウントしてもよいか。  
Ａ１：  
「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所が行われることを指しますの

で、祝日に現場が閉所されるのであればカウント可能です。  
  

Ｑ２ 工程上、土・日曜日に作業が必要な場合はどのようにすればよいか。  

Ａ２：  
土・日曜日に現場閉所を計画していたにもかかわらず、やむを得ず現場作業を行う場合は、

事前に振替休日（土木工事においては原則、同一週）とその理由について監督職員に連絡

（電話やメールで可）してください。  
  

Ｑ３．受注者希望型において、当初から週休２日（４週８休以上）ではなく、４週６休以上の休日

を前提に、週休２日の実施を希望してもよいか。  
Ａ３：  
週休２日（４週８休以上）の確保を基本としますが、受注者希望型においては、当初から４週 

６休以上の休日確保を目指すことも可能です。  
  

Ｑ４．降雨等により急遽、予定外の休日とする場合、休日としてカウントしてよいか。  
Ａ４：  
降雨、降雪等による予定外の現場閉所（一日を通しての閉所）についても、現場閉所日数に

含まれますので、カウントできます。ただし、午前あるいは午後のみ（半日＝０．５日）というカウ

ントはできません。  
  
Ｑ５. 現場閉所を計画していた日に自然災害等で予定外の作業が発生した場合は、振替休日

を取得する必要はあるか。  
Ａ５：  

災害等に伴う予定外の対応であっても、特別の理由が無い限り、振替休日を取得してくださ

い。同一週の振替休日の取得が困難な場合は、別日に振替休日（土木工事においては原

則、次週）を確保することも可能です。  
  
Ｑ６．工事着手後、暫くの間は現場が稼働せず、工事が本格稼働した後は日曜日のみを休工

日とする場合に、不稼働の期間を対象期間に含めてよいか。  
Ａ６：  
現場が稼働していない期間は、一時中止の期間と同様に対象期間外となります。現場稼働

後に、関連工事等の進捗状況により、受発注者で協議したうえで作業不能（現場閉所）となっ

た期間も同様に対象期間外です。  
 



 

 
Ｑ７．対象期間に含まない年末年始６日間、夏季休暇３日間とは、具体的にいつなのか。  
Ａ７：  
年末年始休暇期間は、１２月２９日から１月３日までの６日間、夏季休暇期間は、８月１３日か

ら８月１５日までの３日間とします。  
  

Ｑ８．夜間作業がある工事の休日取得はどのように考えるのか。  
Ａ８：  
２４時間以上の現場閉所が出来た場合を休日取得として取り扱ってください。  

  
Ｑ９．工事内容が変更となった場合の工期の取扱いはどうなるのか。  
Ａ９：  
受注者の責によらない理由により、工事内容が大幅に変更となる場合は、受発注者が協議

の上、適切に工期を見直すものとします。  
  
Ｑ１０．現場閉所日に、現場代理人や作業員が他の現場で作業をしていた場合も現場閉所扱

いとなるのか。  
Ａ１０：  
現場閉所とは、「１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態」のことであるため、現

場閉所として取り扱うことは可能ですが、「週休２日工事」の趣旨を踏まえて、現場代理人や作

業員の休日が確保できるよう、十分なご配慮をお願いします。  
  
Ｑ１１．現場事務所でなく会社にて事務作業を行う場合は現場閉所とみなしてよいか。  
Ａ１１：  
現場事務所で行う事務作業を会社で行う場合については、現場閉所とみなせません。  

  
Ｑ１２．現場閉所率の算定式を示してほしい。  
Ａ１２：  
次式により算出するものとします。  

  
現場閉所率※＝対象期間内の現場閉所日数÷対象期間内の日数×１００（％）  

※ 小数第２位切り捨て  
  
Ｑ１３．（受注者の責めに帰すことができない事由により）工期延伸となった場合、延伸した期

間も含めて現場閉所率を算出して良いのか。  
Ａ１３：  
工期延伸した期間も含めて対象期間となります。ただし、工期延伸の理由については、天候

の不良注等、受注者の責めに帰すことができない事由（※）に限るものとします。  
（※）山口市建設工事標準請負契約約款第２１条  

  
 注： ここでいう天候の不良とは、例年に比べて雨天が多いと判断できる場合をいう。  



  

 
Ｑ１４．５月の大型連休の現場閉所は、現場閉所率の算定対象としてよいか。  
Ａ１４：  
大型連休（土・日曜日を除く）は「祝日」にあたりますので、現場閉所率の算定期間の対象と

なります。  
  

Ｑ１５．やむを得ず「夏季休暇」や「年末年始」に作業を行った場合、どのようにして現場閉所

率を算定すればよいか。  
Ａ１５：  
質問のケースの場合、「夏季休暇」は３日間、「年末年始」は６日間となるよう、別の日に振り

替える必要がありますので、事前に振替日とその理由について監督職員と協議してください。  
発注者の了解があった場合は、「夏季休暇」や「年末年始」の日程変更とみなした上で、現

場閉所率を算定します。  
  
Ｑ１６．週休２日工事の対象外で特に緊急を要する工事等で週休２日を確保した場合、工事

成績評定での評価対象になるか。また、経費の補正の対象となるか。  
Ａ１６：  
休日を確保したことについては、工事成績評定の評価対象になります。ただし、緊急を要す

る工事等、週休２日工事の対象外の工事については経費補正の対象となりません。  
  

Ｑ１７．対象工事を受注し、週休２日を実施しなかった場合あるいは達成できなかった場合に

ペナルティはあるのか。  
Ａ１７：  
工事成績評定での減点等のペナルティはありません。 

 
Ｑ１８．受注者希望型において、当初、週休２日（４週８休以上）を実施するとしていたが、実 
施困難なため、途中で４週６休に変更することはできるのか。また、ペナルティはあるか。  
Ａ１８：  
途中での変更は可能ですが、事前に監督職員に変更後の計画工程表を提出するようにして

ください。この場合の経費の補正については、対象期間中の現場閉所の状況に応じて、精算 
時に補正係数を乗じるものとしています。なお、変更に伴うペナルティはありません。  
 

Ｑ１９．現場作業着手日、現場作業完了日とは。  
Ａ１９：  
現場作業着手日…現場での準備作業（現地測量、現場事務所の設置や資機材の搬入等）

に着手した日  
現場作業完了日…現場の後片付け作業（資機材の搬出、清掃等）が完了した日  

※ ただし、資機材の一部搬出が遅れるなどの理由により、現場作業が概ね完了した時から残り

の作業完了時までの間を現場閉所とした場合については、計画工程表で現場閉所期間として

見込んである場合に限り、対象期間内での現場閉所扱いとする。  
  



 

 
Ｑ２０．現場作業完了前に補正係数の適用区分が確定しないまま設計変更できるのか。  
Ａ２０：  

 工程及び休日取得の見通しが立っている場合、受発注者協議により、現場作業の完了を待

つことなく設計変更は可能です。万が一、受注者の責によらない事由により工程の遅れが生じ

た場合の対応は受発注者協議によってください。  
  


